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（
外
交
防
衛
委
員
会
）

万
国
郵
便
連
合
一
般
規
則
（
二
千
十
二
年
の
ド
ー
ハ
大
会
議
に
お
い
て
改
正
さ
れ
、
及
び
採
択
さ
れ
た
も
の
）

及
び
万
国
郵
便
条
約
の
締
結
に
つ
い
て
承
認
を
求
め
る
の
件
（
閣
条
第
九
号

（
先
議
）
要
旨

）

万
国
郵
便
連
合
（
以
下
「
連
合
」
と
い
う

）
は
、
国
際
郵
便
業
務
の
効
果
的
な
運
営
に
よ
り
諸
国
民
の
間
の
通
信
連
絡
を

。

増
進
し
、
文
化
、
社
会
及
び
経
済
の
分
野
に
お
け
る
国
際
協
力
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
国
際
連
合
の
専
門
機
関
で
あ

る
。
二
〇
一
二
年
（
平
成
二
十
四
年
）
九
月
か
ら
十
月
ま
で
カ
タ
ー
ル
の
ド
ー
ハ
で
開
催
さ
れ
た
第
二
十
五
回
大
会
議
に
お
い

て
、
連
合
の
組
織
及
び
運
営
並
び
に
国
際
郵
便
業
務
全
般
に
つ
き
見
直
し
が
行
わ
れ
た
結
果

「
万
国
郵
便
連
合
一
般
規
則
」

、

（
以
下
「
一
般
規
則
」
と
い
う

）
及
び
「
万
国
郵
便
条
約

（
以
下
「
条
約
」
と
い
う

）
が
採
択
さ
れ
た
。

。

」

。

な
お
、
同
時
に
「
郵
便
送
金
業
務
に
関
す
る
約
定
」
が
採
択
さ
れ
た
。

一
、
一
般
規
則

こ
の
一
般
規
則
は
、
前
文
、
本
文
五
十
八
箇
条
及
び
末
文
か
ら
成
り
、
主
な
変
更
点
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

１

大
会
議
等
に
招
請
さ
れ
る
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
に
つ
い
て
の
規
定
を
整
備
す
る
。

２

連
合
の
予
算
の
効
率
的
な
執
行
の
た
め
、
連
合
の
事
業
計
画
案
を
実
際
に
利
用
可
能
な
財
源
と
一
致
さ
せ
た
上
で
確
定



- -2

す
る
権
限
を
管
理
理
事
会
に
付
与
す
る
。

３

郵
便
業
務
理
事
会
は
、
管
理
理
事
会
の
承
認
を
条
件
と
し
て
、
利
用
者
の
資
金
提
供
に
よ
る
補
助
機
関
を
設
立
す
る
こ

と
が
で
き
る
旨
規
定
す
る
。

二
、
条
約

こ
の
条
約
は
、
条
約
（
前
文
、
本
文
四
十
箇
条
及
び
末
文
か
ら
成
る

）
及
び
最
終
議
定
書
（
前
文
、
本
文
十
六
箇
条
及

。

び
末
文
か
ら
成
る

）
か
ら
成
り
、
主
な
変
更
点
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

。

１

点
字
郵
便
物
を
盲
人
用
郵
便
物
に
変
更
し
、
音
声
の
形
態
等
を
含
む
こ
と
と
す
る
。

２

郵
便
業
務
に
関
す
る
連
合
の
保
障
基
準
の
遵
守
に
つ
い
て
規
定
す
る
。

３

個
人
情
報
の
取
扱
い
に
関
す
る
規
定
を
整
備
す
る
。

４

現
行
の
到
着
料
の
適
用
料
率
の
引
上
げ
を
行
う
。

な
お
、
一
般
規
則
及
び
条
約
は
、
い
ず
れ
も
二
〇
一
四
年
（
平
成
二
十
六
年
）
一
月
一
日
に
効
力
を
生
じ
、
一
般
規
則
は
無

期
限
に
、
条
約
は
次
回
の
大
会
議
の
文
書
の
効
力
発
生
の
時
ま
で
、
効
力
を
有
す
る
。


